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02 ｜はじめに

～中小企業振興基本条例をご存知ですか？～

中小企業が
まちを、
くらしを元気にします！

八尾市は全国でも有数の中小企業が集まる産業のま
ちとして発展してきました。まちにはオンリーワンの
技術力を持つ企業や地域のにぎわいを支える商業者が
多く存在しています。
市民、事業者、市（行政）が協力して中小企業を盛

り上げていくことで、まちをさらに“元気”にするため
に「八尾市中小企業地域経済振興基本条例」を平成13
年4月に定め、産業振興に取り組んでいます。
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04 ｜中小企業地域経済振興基本条例

1.八尾市内全事業所 ※1

事業所数

従業者数

2.業種別売上 ※2

製造品出荷額等（製造業）

年間販売額（卸売業・小売業）

※１平成 24年経済センサス活動調査より引用。従業者
数 99人以下の事業所を中小規模事業所、従業者数 100
人以上の事業所を大規模事業所としています。　
※２平成 25年工業統計調査及び平成 26年商業統計調
査より引用。
　製造業については従業者数 4～ 299 人の事業所を中
小規模事業所、従業員 300 人以上の事業所を大規模事
業所、卸売業・小売業については従業者数 99人以下の
事業所を中小規模事業所、従業者数 100 人以上の事業
所を大規模事業所としています。

大規模事業所
0.8％

中小規模事業所
99.2%

大規模事業所
20.7％
中小規模事業所
79.3%

大規模事業所
0.8％

中小規模事業所
99.2%

大規模事業所
17.0％
中小規模事業所
83.0%

大規模事業所
29.3％
中小規模事業所
70.7%

大規模事業所
中小規模事業所

八尾市中小企業地域経済振興基本条例 ～地域産業の栄えるにぎわいのあるまちづくり～

前文｜

相互理解と信頼のもと市民、事業者、
及び市（行政）が一体となって推進

八尾のまちが住みやすいまち、住み続けるまちであるためには、中小企業が発展し、
そこで働く人々が生きがいと働きがいを得ることができるようにすることが大事
です。
そのためには、市民、事業者、市（行政）がお互いの立場・役割を理解し、信頼す
ることが必要です。

第４条｜

基本的施策

市が講じる中小企業振興のための基
本的な支援について定めています。

情報発信、技術開発、人材育成、
連携促進、新事業展開、
まちづくり促進　etc...

第５条｜

市の責務

支援を行うために必要な費用の確保
に努めるなど、中小企業支援を行う
にあたって市が果たすべき役割を定
めています。

国などとの連携、施策の実施、
財政上の措置

第６条、第８条｜

中小企業者、大企業者の努力

中小企業と大企業は、地域社会の発
展に欠くことができない重要な役割
を担っています。ここでは、中小企
業が事業活動を進めるにあたって努
力すべき内容のほか、中小企業と大
企業それぞれが、地域貢献を行った
り環境との調和を図るよう、定めて
います。

第７条｜

市民の理解と協力

中小企業の振興は市内産業の発展に
つながり、雇用や税収を生み出すこ
とを通じて、市民生活の安定や市民
サービスの充実など市民の暮らしや
すさにつながっていきます。こう
いった中小企業振興の大事さについ
て、市民が理解し、協力に努めるこ
との必要性について定めています。

第９条｜

意見の反映
産業振興会議

中小企業支援の進め方についての意見を聴くために、「八尾市産
業振興会議」を設けています。
産業振興会議は、市内の商工業者や市民、学識経験者などで構成
されており、市民や事業者の声、社会や経済の全体的な動きなど
を踏まえながら、施策の充実や条例理念の実現を図ります。
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お気軽にご相談ください。（無料）　平日９時～１７時

　生産技術や工場マネジメントをはじめ豊富な業務経験を有する専門コーディネーターが「現場
第一」をモットーに、中小企業の皆様のさまざまな課題解決に向けてサポートします。
　また、知的財産分野の専門コーディネーターも配置しており、中小企業の知的財産関係のサポ
ートも行っています。

専門コーディネーターによる無料相談を実施しています。

相談事例のご紹介
●　特殊な素材の金型製作ができる企業を探している。
　　→　市内金型メーカーの中で要望に合うような技術力・対応力のある企業を紹介。
●　製造レベルの向上・体質強化を図りたい。
　　→　生産工程を見える化し生産性や品質管理の向上を図るため、社内で５Sを推進する手法等についてアドバイス。
●　補助金を活用して設備投資をしたい。
　　→　今後の事業展開を見据えて必要となる設備等について相談に応じるとともに、補助金の申請をサポート。
●　新製品開発にあたり加工技術に課題がある。
　　→　現場の設備を確認し、最適と思われる加工方法について検討・アドバイス。
●　工場内の設備改善を指導できる技術者を探している。
　　→　要望に沿う技術者の条件等を整理し、人材紹介をサポート。
●　国・大阪府などの各種表彰制度に応募したい。
　　→　企業の段階（ステージ）に応じた表彰制度の紹介及び申請をサポート。

05｜ものづくり支援

八尾ものづくり企業 医療・介護分野参入促進事業

相談対応　（無料）火・水　9時 ～ 17時
　　専門コーディネーターが、現場ニーズや市場動向、業許可申請、医療関連企業との
　マッチングや販路開拓など、事業の段階に応じてサポートします。
▽各種セミナー・交流会等
　医療・介護分野参入に向けての基礎的なセミナーや、医療・介護分野のニーズ勉強会、
   医療機器メーカー等との交流会などを開催します。（ホームページ等で随時募集）
▽展示会出展支援
　医療・介護分野の展示会等への出展支援を行います。（ホームページ等で随時募集）

ものづくり企業の医療・介護分野への事業展開をサポートします。

　　【市立病院とのニーズ勉強会】

　八尾市立中小企業サポートセンター内に専門コーディネーターを配置し、事業の段階に応
じた相談対応とともに、各種セミナー、医療機器メーカー等との交流会や展示・商談会など
を行い、ものづくり企業の新分野への事業展開を応援します。

八尾市立中小企業
サポートセンター

（八尾商工会議所会館内２階）

TEL.072-925-8553

八尾市立中小企業
サポートセンター

（八尾商工会議所会館内２階）

TEL.072-925-8553



06 ｜ものづくり支援

事業用地や空き工場の情報提供サービスを実施中！

八尾市産業政策課
ものづくり支援室
（八尾商工会議所会館内 2階）

TEL.072-924-3964

▽事業用地や空き工場の情報提供を受けるには…

ものづくり支援室に連絡

登録書を提出

情報の提供

情報提供後の交渉や契約等は、市は一切関与いたしませんので、
自己の責任において交渉を行ってください。

立地希望に関する登録書をお渡しします。

金融機関とのネットワークを活用して、
条件に適合すると思われる情報を提供いたします。

立地希望に関する登録書を「ものづくり支援室」にご提出ください。

事業用地や空き工場をお探しですか？ 八尾市内で事業用地や空き工場をお探しの製造業の方に、市内の事業
用地や空き工場等の情報を提供するサービスを実施しております。

八尾ものづくりカレッジ～ものづくり企業挑戦シリーズ～
大学、公設研究機関、八尾市立中小企業サポートセンター、八尾商工会議所が連携し、
セミナーや交流会等を通じてものづくり企業を全面的にバックアップします。

内　容　　無料（交流会は別途要）
最新技術動向（①IoTなどのIT関連の動向、②アルミニウムやマグネシウムなどの素材関係、
知的財産関係）、補助金等制度説明会など、ものづくり企業の課題に即したテーマを設定し、
セミナーや交流会を開催します。ホームページ・メールマガジン等で随時募集（年４～５回）
します。興味のあるテーマの回のみの参加もOKです！

八尾市産業政策課
ものづくり支援室
（八尾商工会議所会館内2階）

TEL.072-924-3964

【セミナー開催】

【交流会】

人脈を形成し、自社のネットワークを拡げていきませんか？
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お気軽にご相談ください。（無料）

後継者がいなくて困っている。
M＆A（事業引き継ぎ）に関心がある。
海外に進出したい。
海外でのビジネスマッチングを考えている。

事業承継や海外展開などの無料相談実施中！

八尾市産業政策課
ものづくり支援室
（八尾商工会議所会館内 2階）

TEL.072-924-3964

大阪シティ信用金庫の職員による相談窓口を開設しております。

相談受付／場　所
毎月第2・第4月曜日　13時～ 17時（休日の場合は翌営業日）
八尾商工会議所会館3階多目的室

07｜補助制度・税制改正

中小・小規模事業者の「攻めの投資」を後押しするため、税制改正が実施されました
　
　経営力向上計画を実施する上で必要となる「経営力向上設備等」について、これまで機械装置に限定して固定資産税が
軽減されていましたが、今般、サービス業を中心とする中小企業の一層の生産性向上を図る観点から、対象設備の種類を
器具備品、工具、建物附属設備等に拡充されました。
　ただし、新たに対象に追加された設備（測定工具及び検査工具・器具及び備品・建物付属設備）については、大阪府内
では対象業種が限定されています。
※対象業種など詳細については中小企業庁のホームページにてご確認ください。
　
◆適用期間　平成29年4月1日から平成31年3月31日までの投資
◆対象資産　中小企業者等が中小企業等経営強化法の認定計画に基づき取得する新規の機械及び装置、
　　　　　　測定工具及び検査工具・器具及び備品・建物付属設備（経営力向上設備等）
　　　　　　　※中小企業者：資本金１億円以下等、大企業の子会社除く。

◆特例内容　　当該償却資産に係る固定資産税（税率1.4％）の課税標準額を２分の１に軽減　＜３年間＞
（例）平成29年中に取得した設備は、平成30年１月１日時点所有の資産として平成30～ 32年度の
　　３年間の固定資産税を軽減。

◎中小企業経営強化税制（平成29年4月1日～平成31年3月31日）
中小企業者等が、認定を受けた経営力向上計画に基づき一定の設備を新規取得し、指定事業の
用に供した場合、即時償却又は税額控除※を選択適用することができます。
※取得価額の10％（資本金3000万円超１億円以下の法人は7%） 

平成29年度 中小企業関係の税制改正について（概要）

八尾市産業政策課

産業政策係
（八尾商工会議所会館内１階）
TEL.072-924-3845



08 ｜融資制度

八尾市産業政策課

産業政策係
（八尾商工会議所会館内１階）
TEL.072-924-3845

中小企業者融資制度のご案内

日本政策金融公庫東大阪支店八尾出張所
（八尾商工会議所会館内２階）
TEL.072-990-6755
平日 10時 ～ 12時、13時 ～16時
日本政策金融公庫は、100％政府出資の政府系金融機関

で、事業を営む（新たに事業を始める方も含みます）ほと
んどの方に固定金利でご利用いただけます。
八尾出張所では、東大阪支店の相談担当者が１名以上

常駐し、国の事業ローン、教育ローンなどのご相談を行っ
ています。（ご返済金の受入等のお取扱いはできません）

八尾市内で事業を営んでいる小規模企業者のみなさまを対象とした大阪府と連携して行う八尾市制度融資を実施していま
す。また、大阪府制度融資の経営安定サポート資金の申請に必要な認定書発行や開業サポート資金の窓口を行っています。
これらの制度（※１、２、３は除く）は、大阪信用保証協会が信用保証を付して所定の金融機関から融資を受けるもので、

利用にあたっては一定の利用要件があるほか、大阪信用保証協会による審査があります。

八尾商工会議所
（八尾商工会議所会館内１階）
TEL.072-922-1181
八尾商工会議所では、運転・設備などの資金をご融資する

マル経融資（日本政策金融公庫融資）や国・府・市の各種制
度融資についての相談、斡旋をおこない、事業の経営安定と
向上をサポートしています。

はい

はい

はい

①～④のうちあてはまらないものがある

いいえ、既に事業をしている

①～④のすべてにあてはまる
八尾市小規模企業融資（取扱金融機関、八尾市）

  開業サポート資金
  ・開業資金（取扱金融機関・八尾市）
  ・地域支援ネットワーク型（八尾商工会議所）
　　取扱金融機関は大阪シティ信金

日本政策金融公庫融資制度（日本政策金融公庫）

利率年1.1％【保証料全額補助】 返済期限4年以内
※信用保証協会の保証付融資残高と
合計で 1,250 万円まで

   ①小規模事業者である
   ②融資額は 700万円以内である
   ③融資期間は４年以内である
   ④大阪信用保証協会付の
   　融資残額が 550万円以内である

小規模資金（取扱金融機関）マル経融資（商工会議所） ※ 3

経営安定サポート資金（認定書発行：八尾市）

八尾市・シティ信金提携 ※ 1
ものづくり支援ローン（大阪シティ信金）

チャレンジ応援資金（取扱金融機関）

日本政策金融公庫融資制度（日本政策金融公庫）※ 2

利率年1.6％【保証料別途】
融資上限1,250万円、返済期限７年以内

利率年1.3％　小規模事業者のみ、商工会議所推薦要　
融資上限2,000万円、返済期限運転7年･設備10年以内

経営情勢悪化の影響を受けている方
指定業種で前年売上より5％減少等条件あり

 パワーアップサポート、ものづくり集積促進奨励金の
承認を受けた事業所

府の認証制度や事業認定を受けた方

大阪府制度融資以外の各種融資メニューあり

※以下は小規模企業者のみ

（　　）･･･････ 担当窓口

事業をはじめる

※平成29年4月より、八尾市の取扱金融機関でも
　融資の申込みができるようになりました
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区　　　分 補助対象事業経費の内容
製品開発・品質向上 機械・器具の貸出使用料、専門機関への製品試験・調査研究・分析委託料

販路開拓 展示会への出展費用

高付加価値（拡充） 初めて行う産業財産権（特許権、実用新案権、意匠・商標）出願にかかる費用、医療機器製造・販売登録に
かかる費用

国際標準化機構規格（拡充） 国際標準化機構規格（ISO) の認証を受けるための審査及び登録にかかる費用
（申請料、書類審査費用、登録証発行料）※初めて行うもの、但し2015年版は継続申請可。

環境貢献 簡易版環境マネジメントシステム認証取得初回審査登録料

人材育成（拡充） 研修・講習会（技術支援）の受講料、経営改善
（※新製品・技術の開発、品質・技能向上に資するものに限り、企業合同勉強会での講師派遣にも活用できます）

八尾市では、市内の中小企業者のみなさまを対象に、新製品・技術の開発、製品・技術の向上、
経営改善等を目的とし、大学、公的機関、公益財団法人、公益社団法人、独立行政法人が
実施する下記の事業経費の一部を助成しています。

意欲ある事業者経営・技術支援補助金制度
（パワーアップサポート）

※平成29年6月より、補助上限額・対象となる事業経費など内容が一部変更となります。（4、5月は旧制度）

ご注意
◆ いずれの区分においても、事業の内容や経費が確認できる書類などが必要となります。
◆ 他の制度・機関から助成を受けている場合、補助経費対象から除かれます。
　（必要書類の詳細は市のホームページ http://www.city.yao.osaka.jp をご覧ください。）

補助申請提出期限
平成30年1月31日（水）まで 
※1月末までに実施・支払が完了しない場合は3月30日（金）まで

八尾市産業政策課
ものづくり支援室
（八尾商工会議所会館内 2階）

TEL.072-924-3964

補助上限金額
総額上限10万円　(年度内)
※人材育成・環境貢献はそれぞれ別枠上限5万円

（補助率：対象経費の２分の１以内）

八尾市産業政策課
ものづくり支援室
（八尾商工会議所会館内 2階）

TEL.072-924-3964

八尾市ものづくり集積促進奨励金制度
八尾市内での工場立地を応援します！

新築の場合
市内で新たに事業所を設置

新築工場すべてが対象

購入の場合
市内で既存の工場を購入
購入した工場すべてが対象

増改築の場合
市内の事業所を増改築

増築・改築した部分が対象

（ご注意）奨励金の交付を
受けるためには、事前に市
から「事業の指定」を受け
る必要がありますので、事
業開始まで（土地の購入前、
工事の着工前など）に申請
してください。

製造業者が、八尾市内の工業専用地域、工業地域、準工業地域に
延床500㎡以上の工場を立地した場合（新設・購入・増改築）

新規立地の際に投資した土地・建物の固定資産税及び都市計画税の
１／２以内を奨励金として交付（最長で５年間）



10 ｜創業支援

やお創業なび（創業支援相談窓口）
八尾で創業、第二創業を志すみなさんへ、創業に関する機関と連携して、複合的な創業支援をワンストップ
で支援する窓口を開設しています。まずは窓口にてご相談ください。

セミナーを受講したい！
事業計画を作りたい！
融資を受けたい！
　そんな方はお電話を！

八尾市産業政策課

産業政策係
（八尾商工会議所会館内１階）
TEL.072-924-3845

詳しくは

八尾あきんど起業塾
　「八尾市内で商店を始めたい！」とお考えの方を対象に八尾あきんど起業塾を開講します。
八尾で100年続く老舗をつくりませんか？

八尾市産業政策課
商業振興係

（八尾商工会議所会館内１階）
TEL.072-924-9356

（八尾商工会議所会館内１階）
TEL.072-924-9356

「開業に関する知識はあるけど、開業準備をどう進めていけばいいかわからない」という人の不安やお悩みを解決！

これから八尾でお店を始める人におすすめ！

専門家による個別面談とセミナー（全４回）を実施します。個別面談では、経営の専門家（中小企業診断士など）が、あ
なたの課題や解決方法を一緒に考え、開業への一歩を手助けします。セミナーでは八尾市内での開業のトレンドなど“八
尾での開業”にぴったりな講座がギュッと詰まっています！

開業前から開業直後の時期に、財務・経営計画・店舗デザイン等の各分野のプロからのマンツーマンの臨店アドバイスを
受けながら、持続可能な店舗経営を目指します。

八尾あきんど起業塾2016～実践編～サポート対象者の声（吉村 恵さん）
－開業のきっかけと開業後の状況は。
　家の近くに珍しい魚や新鮮なお魚を扱った料理と日本酒が充実している和食居酒屋があった
らいいのにと思ったことがきっかけです。ボリュームがある魚料理と日本酒をメインにしてス
トレス社会に生きるサラリーマンをターゲットとしたゆっくり落ち着けるお店づくりを目指し、
実践編のサポートを受けながら、「旨い魚と酒の店～えん～」をオープンしました。現在は、沢
山のお客様に来ていただけるように、お店を知ってもらうための工夫としてＳＮＳに力を入れ
ています。ゆくゆくは八尾市内外で５店舗を展開することを大きな目標としています。

－実践編を受講して良かったところや実際の店舗運営で役立ったところは。
　WEBデザイン等を手掛けるプロのアドバイザーの方から、ＳＮＳ（主に Facebook）の有効な活用方法の指導を受け、店舗情報
の発信に大変役立っています。また中小企業診断士のアドバイザーの方から財務諸表のチェックもして
もらえるので、課題の抽出・分析もでき、今後の店舗運営の改善に役立っています。
－八尾市内で開業しようと思っている人へのメッセージ
　開業を実現させるためにはタイミングがとても重要です。思い立った時に良い物件に出会えるとは限り
ません。あちこちにアンテナを張ってみてください。また、開業後は思わぬ出費が必要になる場合もある
ので、資金面でも知識面でも、開業にかかる準備はしっかりと行うことをおすすめします。
　最後に、お客様や同業者との繋がりは、店舗を運営していく上で必ずプラスになりますので、ひとつひと
つの出会いを大事にしてください。

 
よしむら　めぐみ

発 展 編

実 践 編
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　新たに起業をされる方や、新事業への進出を目指す事業者等に、八尾市が運営する事業用スペースを貸し
出します。経験豊富なインキュベートマネージャーがさまざまな支援を行い、創業のお手伝いをします。

インキュベートルーム

使用対象 ※入居審査があります
・本市の産業振興に寄与することが期待される事業を営む方 (申込者の現住所は市内外を問いません)
・インキュベートマネージャー等による支援を必要とされる方（単なるレンタルオフィスではありません）

入居日
　毎年3月1日、6月1日、9月1日、12月1日　※1日が休館の場合は、翌使用可能日が開始日となります。
　 所在地：八尾商工会議所会館内２階　（八尾市清水町1-1-6）

入居までの流れ

相　談 見学・面談 書類提出 入居審査 入居決定

●個別空調、無料インターネット回線（無線LAN）、
　コンセント、情報受口、電話受口が設置されてい
　ます。※電話については、個別契約となり回線工
　事が必要です。使用料は使用者負担となります。
●使用可能時間：午前９時～午後９時（休館日は、土・
　日・祝日および12月29日～ 1月3日）
●使用期間：１年以内（特に必要と認めた場合は、　
　１年以内で更新が可能です）※最長３年間

個室タイプ　室数：３室
　　　　　　月額　￥20,000

共同利用室タイプ  室数：１室 (８区画 )

　　　　　　　　月額　￥5,000
※平成 29年 10月より￥21,600（税込） ※平成 29年 10月より￥5,400（税込）

八尾市産業政策課
ものづくり支援室
（八尾商工会議所会館内 2階）

TEL.072-924-3964

昨年度受講者の声（小鹿 千秋さん）
－八尾の創業スクールを選んだ理由は。
　創業の知識を身に着けようと考えていたところ「八尾で社長になる！！」という直球
のキャッチフレーズが目に留まりました。他の講座に比べて受講料が安かったこと、受
講場所が八尾市内だったこと、担当の方が丁寧に説明してくださったことが創業スクー
ルに決めた理由でした。

創業スクール
　八尾市内で起業をお考えの方に、創業に関して基礎から学ぶことのできる講座を近畿
大阪銀行により開催します。会計や税務、法務などの基礎知識や創業に向けたビジネス
プラン作成の支援をいたします。 ※開催時期等についてはお問い合わせください。

八尾市産業政策課
産業政策係

（八尾商工会議所会館内１階）
TEL.072-924-3845
近畿大阪銀行

TEL.06-7638-5165

－創業スクールを選んでよかった点は?
　受講期間で事業案を作り、創業へのイメージを具体化していくことが出来、とても有
意義な時間でした。講師の先生方のお話はどれも分かりやすく、興味を持って聞くこと
が出来ました。なにより、一番得たものは参加者の方との横のつながりです。同じく創
業を考えている方の事業案を聞いては刺激を受け、自分のヒントにもなりました。去年
の受講生との交流もあり、実際に取引先になって頂けた創業スクールの先輩もいます。

　幼少期から祖父が自営する酒屋でお客さんに可愛
がられながら育つ。
　「育ててもらったこの地域で孤独を救う居場所を
作りたい」との思いから創業スクールを受講、周り
の支えもあり母親（写真左）と「おかえり処　お結
びころりん」を開業。

－今後の抱負は?
　地域のみなさんの居場所になり、食を通して人と人が結ばれる地域を作っていく手助
けになればと思っています。世代間交流、社会的孤立の緩和、共働き世代の息抜きや子
どもたちの孤食を防ぐ場所など…多様な側面をもつ場所を目指していきたいと思います。
モデル事業として、地域食堂の普及に役立てればと思っています。

こしか   ちあき
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八尾市産業政策課
ものづくり支援室
（八尾商工会議所会館内 2階）

TEL.072-924-3964

八尾ものづくりnet.　
　　　八尾市の製造業のポータルサイト 八尾ものづくり net. に登録して、

御社の製品や技術をアピールしませんか？

登録は無料です。
（英語版ページも無料で作成いたします。）

業種・加工種別など、さまざまな方法で検索が可能です。

八尾ものづくりnet.とは？

市内ものづくり企業 約 1,000社が登録しています。

月間の平均アクセス件数は約 34,000件！

写真は 1社に 6枚まで掲載可能！

登録内容の更新・追加は随時可能！

開催概要
入　場　料：無料
出　展　料：1小間 51,400円（税込）（八尾市内企業及び八尾商工会議所会員企業）
　　　　　※上記以外の企業につきましては別途、事務局までお問い合わせください。
出 展 業 種：金属製品・部品／産業機械・電気機械・器具／化学・合成樹脂・紙・印刷／
　 　 　 　 　生活関連製品・建設／情報通信・サービス／産業支援機関・団体
昨年度出展者数：189社・団体（213小間）

八尾市産業博開催
実行委員会事務局
（八尾商工会議所内）
TEL. 072-922-1181

ビジネスチャンス発掘フェア2017を開催します！
　大阪府内を中心としたものづくり企業の優れた技術・製品が一堂に会する総合展示商談会です。
新たなビジネスチャンスを発掘したい皆様のご出展・ご来場をお待ちしています。

【交流会】

2017 年

11/29( 水 )・30( 木 )

場所：マイドームおおさか
　　２階・３階展示場

【出展会場】
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登録　約1,100店舗
月間　約35,000アクセス
各種コンテンツ充実

登録することのメリットは？
登録は無料！自分のお店のホームページがなく

ても、ネット上で自分のお店の情報をPRできます！

既に登録されている方へ
On-Doネットに登録されているあなたのお店情

報から変わっているところはありませんか？変更が
ある場合は簡単に更新することができます。

①インターネット上
から申し込む

②申込用紙を郵送　
もしくは持参する

詳しくは『On-Doネット』で検索！
または商業振興係まで
お問い合わせください。

※その他、業種・業態によって登録対象とならない場合がありますので、事前にお問い合わせください。
登録には八尾市内に店舗をもつ事業者であるなど、条件があります。

八尾市産業政策課

産業政策係
（八尾商工会議所会館内１階）
TEL.072-924-3845

登録・更新申込の方法は２つ

八尾市産業政策課
商業振興係

（八尾商工会議所会館内１階）
TEL.072-924-9356

（八尾商工会議所会館内１階）
TEL.072-924-9356

八尾あきんどOn-Do（音頭）ネット
がんばる商業者の皆様を応援するため、「八尾あきんどOn-Doネット」で
八尾市内のお店情報を発信しています。あなたのお店も登録しませんか？

検索機能で探しやすい！

最新情報をお届け！

市、商工会議所のほか、国や大阪府など様々
な機関の支援制度を目的・制度・施策体系別
に検索ができます。

・最新の支援情報を新着情報で随時更新！
・メルマガ登録で必要な情報だけをキャッチ！
・よく閲覧される項目をリストアップ

http://www.i-portal-yao.jp

最新情報は…

やお産業情報ポータル
　市内の事業者の皆さんに、助成金、セミナー、優遇税制などの各種情報をお届けするためのサイトです。
ぜひご活用下さい！

やお産業情報ポータル
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八尾市内の事業所のみなさまへ

　八尾市無料職業紹介所をご利用ください
　八尾市では平成25年度から「八尾市無料職業紹介事業」を実施し、「八尾市内の事業所の人材確保」を支援
しております。

八尾市無料職業紹介所
八尾市労働支援課

（八尾商工会議所会館内 1階）

TEL.072-920-4088
FAX.072-924-0180

　すぐに人材が欲しい！！といったご相談には、就職面接会等を開催し、八尾市で求職者の募集をお手伝いしています。
　これまでハローワークや有料の求人誌では必要とされる人材を確保することができなかった事業所のみなさまは八尾市無
料職業紹介所への求人登録をご検討ください！
お電話いただければ、専門のアドバイザーがお伺いしますのでお気軽にご相談ください。
　なお、登録料や相談費用等は一切かかりません。

（参考）
　昨年、平成28年度も、５月、７月、９月、１０月、１２月、３月に開催し、トータル約300名の求職者の方が参加されました。

平成29年度　会社説明会・面接会開催予定

　八尾市おしごとナビ

　八尾市が運営。八尾市内で働きたい人と八尾市内
で人材をお求めの事業所を支援します。

特徴①

　求人内容をはじめ、事業所の雰囲気が伝わる職場
の写真や従業員や社長からのメッセージを添えて、
職場の魅力として発信していただけます。

特徴②

　八尾市が開催する会社説明会・就職面接会情報が
届きます。

特徴③

【会社説明会・面接会の様子】

アクセスはこちら

　QRコード

で検索

▼

 八尾市おしごとナビ

または

日　　程 場　所
平成29年　5月 12日 金

八尾商工会議所　　　　7月　7日 金

9月　8日 金

10月開催予定 アゼリア柏原（予定）

12月　8日 金
八尾商工会議所

平成 30年　3月　9日 金

　「八尾市おしごとナビ」は、求職者が希望職種や求人条件などから市内求人情報の検索ができ、応募から面談
までを八尾市無料職業紹介所が支援し、雇用・就労を実現していただくためのサイトです。
　人材をお求めの事業所様は、ぜひご活用ください！なお、登録料や相談費用等は一切かかりません。

八尾市無料職業紹介所
八尾市労働支援課

（八尾商工会議所会館内 1階）

TEL.072-920-4088
FAX.072-924-0180
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15 ｜平成 28年度顕彰

八尾市中小企業地域経済振興功績者顕彰
　商工農業の各産業分野において、八尾市の経済振興に大きな功績のあった団体や個人を顕彰
し、その功績を称えることにより、企業活動の意欲を喚起することはもちろん、市民の方々に
身近に存在する素晴らしい企業のことを知ってもらい、八尾市の産業振興に対する理解を深め
てもらうことを目的として平成19年10月に創設しました。

　平成29年２月15日に、アイセル株式会社、葵スプリング株式
会社、錦城護謨株式会社、富士電子工業株式会社、株式会社てら
にし、小川康行氏の５社１者に対して田中市長より顕彰状が授与
されました。
　アイセル株式会社は、鉄系高融点材料に適した接合ツール及び
接合システムの開発により、平成28年度近畿経済産業局により
「関西ものづくり新撰2017」の新市場進出部門に選定されました。
　
　葵スプリング株式会社は、同業他社が追随できない独自の高度
なプレス金型技術・線バネ加工技術や生産技術を活かした製品を
提供したことにより、平成27年度経済産業省により「はばたく
中小企業・小規模事業者300社」に選定されました。
　
　

　

　富士電子工業株式会社は、グローバル化に対応するための外国
人の雇用や、子育て後の女性の視点を活かした働きやすい職場づ
くりなど、多様な人材が持つ能力を最大限発揮できる機会を提
供することで、価値創造につなげている経営を行っているとし
て、平成27年度経済産業省により「新・ダイバーシティ経営企
業100選」に選定されました。

　錦城護謨株式会社は、独自の高度な技術力と創意工夫に
より万人に使いやすい視覚障がい者歩行誘導ソフトマット
「HODOHKUN Guideway」を開発し、ドイツの「ｉＦデザイ
ンアワード」プロダクト分野のパブリック・デザインにおいて最
優秀賞「ｉＦゴールドアワード」を受賞され世界的に高い評価を
受けられました。
　
　株式会社てらにしは、精肉店として顧客密着型の最適商品の提
案や、独自の技法により豊富な品ぞろえを実現し、他店との差別
化を図ったことで、優れた経営成績が高く評価され、第25回優
良経営食料品小売店等表彰の農林水産省食料産業局長賞を受賞さ
れました。

　小川康行氏（パティスリーイグレックオガワ）は、洋菓子店と
して顧客との関係を重視し、双方向反復的なコミュニケーション
を活かした商品政策を行うその独創的な経営技術と優れた経営成
績が高く評価され第25回優良経営食料品小売店等表彰の公益財
団法人食品流通構造改善促進機構会長賞を受賞されました。

　授与式後の懇親会で受賞者らは「10年かけた技術開発がよう
やく実り、顕彰いただけてますます自信がついた」「弊社の取り
組みをほかの会社でも広めていきたい」「今後も八尾の魅力を発
信できる商品づくりに取り組んでいきたい」など受賞の喜びや今
後の展望を話されました。受賞された方々の活躍により、八尾が
誇るものづくり企業の高い技術力を広く情報発信し、商業の振興
とまちづくりの推進に寄与されたことで、八尾の名が全国に発信
され、本市経済の発展につながっています。



みなさまにとって身近で役に立つ、八尾市
の産業に関する情報をお知らせします。

やお産業なび

八尾市 経済環境部 産業政策課
〒581-0006八尾市清水町1-1-6
TEL.072-924-3845　FAX.072-924-0180

八尾商工会議所会館
八尾市立中小企業
サポートセンター178
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